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今月のトピックス

「骨太の方針2025」について

2025年6月13日に、「骨太の方針2025」が閣議決定されました。「骨太の方針」というのは、政権の重
要課題や翌年度予算編成の方向性を示す方針のことで、 正式名称は「経済財政運営と改革の基本方
針」です。 各省庁の利害を超えて官邸主導で改革を進めるため、首相が議長を務める経済財政諮問会
議で毎年6月ごろに策定しています。社会保障関係費予算に関しては「高齢化による増加分に相当する伸
び」に「経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分」を加算するとし、経営安定や現場で働く幅広
い職種の賃上げに確実につながるよう的確な対応をするとしています。

医療に関係する部分を、厚生労働省保険局が取りまとめ、6月19日の
第195回社会保障審議会医療保険部会にて示されましたので、その資料からご紹介します。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001505995.pdf

医療・介護・障害福
祉の処遇改善につい
ても、2025年末まで
に結論を得られるよう
検討する、としていま

す。

医療DXの推進では、
基本としているマイナ
保険証を主体とした
体制構築に向けて
工程表に基づき推
進するとし、必要に
応じて工程表の見直
しも検討するとしてい
ます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001505995.pdf
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全世代型社会保障の
構築に向けて、医療・
介護・障害福祉党の
公定価格の分野の賃
上げ、経営の安定、
離職防止、人材確保
がしっかり図れるよう、
コストカット型からの転
換を明確に図る必要
があるとしています。
2024年度改定による
処遇改善・経営状況
等の実態を把握・検
証し2025年末までに
結論が得られるように
検討する、としています。

高額療養費制度につ
いては、2025年秋ま
でには方針を検討して
決定するとしています。

妊娠・出産・産後につ
いては2026年度を目
途に標準的な出産費
用の自己負担の無償
化に向けた対応を進
めるとしています。

リフィル処方箋の普及
や保険外併用療養費
制度の対象範囲の拡
大などにも触れていま
す。

がん対策、循環器対
策等の疾患に応じた
対応策を推進し、歯
科分野に関しても
様々な側面から推進・
強化に取り組み、自
立支援や在宅復帰・
社会復帰に向けたﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの推進にも
取り組む、としています。
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予防・健康つくり・重症
化予防の分野では、
健康寿命を更に延伸
させるために、データヘ
ルス計画に基づく保険
者と事業主の連携し
た取り組みなど支援す
るとしています。また、
医薬品の適正使用や
後発医薬品の使用促
進や医療費適正化の
観点から、地域フォー
ミュラリを普及するとし
ています。

物価上昇が継続して
いることを踏まえ、制度
の特性に応じた定期
的な改定ルールを設け、
物価上昇に的確に対
応できるような仕組み
づくりを行う、としていま
す。
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いきいきホスピタル

2025年6月1日から、「改正労働安全衛生規則」が施行されました。ここ数年、熱中症
の症状を訴えて来院されたり搬送される方が増加しています。死傷者も増加傾向です。厚
生労働省から発出された資料から、改正された熱中症対策の内容をお示しいたします。

職場における「熱中症」対策の強化について

職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく取組

今回の労働安全衛生規制の改正について

見つける 判断する 対処する

（例）作業員の様子がおかしい （例）医療機関への搬送、
救急隊要請

（例）救急隊が到着するまで作業
着を脱がせ水をかけ全身を
急速冷却

https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
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算定 à la carte

「C101 在宅自己注射指導管理料の算定における注射回数の考え方」について

C101 在宅自己注射指導管理料

１ 複雑な場合 1,230点

２ １以外の場合

イ 月27回以下の場合 650点

ロ 月28回以上の場合 750点

診療報酬点数表より抜粋

在宅自己注射指導管理料において、用法・用量が「週１回」とされるトルリシティ皮下注が処方された患者に対し

て、「在宅自己注射指導管理料（１以外）（月28回以上の場合）」で算定したところ、「月27回以下」に査定

される事例がありました。処方薬剤の１回の使用単位数や投与日、投与間隔等により注射の総回数のカウントはど

のように考えるのでしょうか。

今一度、回数の考え方について考えてみましょう。

（８）「２」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を算定する。

なお、この場合において、例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを得ずあらかじめ指示した回数が在宅

で実施されなかった場合であっても、当該指示回数に応じて算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ

在宅で実施されないことが明らかな場合は、当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定すること。また、

「２」は「B001」の「７」難病外来指導管理料との併算定は可とする。

留意事項

５月１日から入院、５月20日退院時、
ノボリン30Ｒ注 フレックスペン 300単位 ４キット（注入器一体型）
１日２回（朝20単位、夕20単位）30日分処方 血糖自己測定１日２回
20日から月末までの自己注射の総回数；24回

14 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月27回以下の場合）
血糖自己測定器加算（月60回以上）１日２回
ノボリン30Ｒ注 フレックスペン 300単位 ４キット
（１日２回 40単位）30日分

※ 注入器加算（C151）は、注入器一体型のキットのため算定できない

算定例①

算定例②

※ その他、次のような場合は、
当該月の総回数に注意が必要

＊月初から月途中まで入院していて
退院時に在宅自己注射管理料
を算定する場合(事例②）

＊在宅自己注射管理料の算定開
始月

＊月の途中に予定入院がある場合

５月20日 外来受診 （４月22日から在宅自己注開始）
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス0.5ｍL 4キット（注入器一体型）
１回１キット 28日分処方 血糖自己測定１日１回
５月の自己注射の総回数は４回
※今月の算定日から～次回算定日までの回数ではない。

14 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月27回以下の場合）
導入初期加算
血糖自己測定器加算（月30回以上）
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス0.5ｍL 4キット

※ 注入器加算（C151）は、注入器一体型のキットのため算定できない
※ ４月算定時も、血糖自己測定器加算は「月30回以上」になる

※ 用法用量に注意

「週１回」又は「２週に１回」等の
注射薬の場合、当月の在宅で実施
するよう指示した注射の総回数が、
「月28回以上」になることはありませ
ん。そのため、取り込んだオーダーが、
「月28回以上」だった場合には、修
正が必要です。
同時に、カルテ記載、オーダーが請
求と一致している必要がありますの
で、修正方法については、院内での
取り決めを確認しておきましょう。
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